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３．対象地域 

野  洲  市 

 

 

４．構想の実施主体 

野 洲 市 

 

 

５．地域の現状 

◆経済的特色 

  ○交  通 

大阪市まで約 65km（約 60 分）、京都市まで約 25km（約 30 分）の距離にあって、JR 東

海道線（琵琶湖線･京都線）で連絡されており、京阪神地域へのアクセスにおいて、高い

利便性が確保されている。 

    また、道路においては、国道８号が主要幹線となっており、地域内には、東西方向に

国道 477 号、湖岸道路、県道大津能登川長浜線、県道近江八幡守山線、南北方向では、

県道野洲中主線が整備されている。また、名神高速道路は、栗東ＩＣ、竜王ＩＣから利

用が可能である。 
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○農  業 

    大都市近郊の立地条件から、兼業農家を主体とす

る稲作中心の農業であり、肥沃な土地がら、また昭

和天皇の献上米の斎田となった三上の悠紀斎田の存

在など「農」との関係が深い地域である。昭和 45

年からは大型機械の導入による農業労働の省略化と、

多種多品目作物の導入可能な農地への転換を図った

ものの、農業就業人口の減少および高齢化の進行、

農業への市場原理の導入などにより、厳しい状況に

おかれている。そうしたなかでも、経営規模の大き

い専業農家や認定農業者が微増しており、自己の技術を活かした独自の作物を生産する

企業的農家への経営方式の転換や、農地の集約化による効率性の高い生産形態への転換

に向け基盤整備が進んでいる。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農作物 作付面積（ha） 収穫量(ｔ) 農作物 作付面積（ha） 収穫量(ｔ) 

水  稲 １，５８０ ８，６７０ ほうれんそう ６ ５６

小  麦 ５８０ ２，０１０ はくさい ６ １５４

大  豆 ４０４ ８８９ だいこん ９ ２７８

小  豆 ２ ２ たまねぎ ４ １０５

きゅうり １０ ３１９ にんじん ３ ５３

な  す ８ １１０ ばれいしょ １１ １３４

ト マ ト ６ １６６ ね  ぎ ３ ６９

キャベツ ７ ２０８ す い か ３ ５０

図 専業兼業別農家数の推移 

（資料：農林業センサス） 

表 農作物品種別作付面積及び収穫量 

（資料：平成１７年 作物統計調査・野菜生産出荷統計調査）
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○林 業 

    森林面積は 1,246ha で、市域の約 20%を

占めている。そのうち、人工林は 255ha で

あり、人口林率は 20％程度と必ずしも高く

はないものの、かつては建築への利用や

薪・炭などのエネルギー的利用、また松茸

などの特用林産物が豊富に採取されており、

里山として地域住民の生活に密接な関係性

を持っていた。しかし、戦後のエネルギー

革命による化石燃料への依存や木材価格の

低迷、食生活の欧米化などが重なり、山の価値が見失われつつあった。また、市内には

2 つの生産森林組合があるが、小規模組織である上、山仕事の担い手の高齢化と人手不

足もあり、管理が行き届かないで状態であった。 

このような中で、近年、市民や企業などのボランティアによる里山保全活動の動きな

ど、里山に対する関心が高まり、森林に関わる様々な主体との連携により、生産森林組

合においても、再度、森林整備に向けた取り組みの機運が盛り上がりつつある。 

 

 

 

 

○漁  業 

    漁業組合が組織されているが、組合員の高 

齢化が進んでおり、後継者の確保が難しい状 

況である。また琵琶湖では、生活排水や農業 

排水の流入による水質悪化や富栄養化による 

藻の異常繁茂、外来魚の影響により漁獲高が 

減少している。 

    しかし、近年、市民を巻き込んだ清掃作業

や葦の復活運動、漁師と林業関係者の連携に

よる「漁民の森事業」など、水源から琵琶湖

に至るまでの水質改善の機運が高まっている。 
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民有林 面積 ２２３ ７５７ ９８０ ３７ － １１ １１ ３ １，０３１ ２２

国有林 面積 ３２ １７９ ２１１ － － ４ ４ － ２１５ １５

合 計 面積 ２５５ ９３６ １，１９１ ３７ － １５ １５ ３ １，２４６ ２０

 (単位:ha) 

表 森林の現況  
（資料：平成１７年度 滋賀県森林・林業統計要覧） 
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  ○商  業 
    市内の商店数は、人口増 

加に併せて年々増加してき 

たが、平成 14 年頃から不 

況の影響を受け、総店舗数 

は年々減少してきている。 

業種別で見ると、その多 

くを占めているのが、「飲 

食料品小売業」と「その他 

の小売業」である。ともに 

店舗数は減少傾向にあるが、 

全体で見ると、従業者数、 

商品販売額、売り場面積の 

いずれも伸ばしてきている。 

これは、大規模店進出によ 

るもので、今後、高齢者等 

の利便性やまちの賑わいと 

いう視点から、地域商店の 

活性化が必要である。 

 

 

 

○工  業 

    昭和 30 年代半ば以降、東海道本線の複 

線化と電車基地の誘致によって京阪神都  

市圏への近接性が飛躍的に高まり、先端 

技術分野を中心に、大手電気機械メーカ 

ーの立地もあり、市の産業にとって大き 

な位置を占めている。 

 近年は、製造業事業所数が、140 前後 

で推移している一方で、製造品出荷額で 

は、平成 13 年をピークに、減少傾向にあ 

る。 

  市では、市民の雇用の場の確保や経済

の活性化のためにも、名神高速道路や国

道８号などの道路やＪＲ東海道線による

アクセスの有利さなどを生かし、既存工

業力の維持・伸長を図るとともに、新産

業の創造や新たな企業誘致に取り組んで

いる。 
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図 製造業事業所数と製造品出荷額 

（資料：工業統計調査）

（億円） （事業所数） 

図 産業別商店数の推移    （資料：商業統計調査） 
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◆社会的特色 

ＪＲ東海道線(琵琶湖線)が野洲～大阪間を約１時間で結んでおり、高い利便性が確保され

ていることから京阪神地域のベッドタウンとして、順調に人口・世帯数が増加してきた。昭

和 50 年に 32,513 人の人口が、平成 2 年には 43,674 人に、平成 17 年には 49,486 人へと約

1.5 倍にまで増加し、５年前からの増加率は 2.4%で全国的な人口減少化のなかでも成長を維

持しており、近年では、駅周辺などでの大規模マンションの建設が進み、さらに人口・世帯

数は増加傾向にある。 

 

◆地理的特色 

野洲市は、平成 16 年 10 月 

に旧中主町と旧野洲町が合併  

し誕生した都市で、滋賀県南 

西部に位置しており、西は守 

山市、栗東市、南は湖南市、 

東は近江八幡市、竜王町に接 

し、東西 9.5km、南北 13.9km 

に広がり、面積は 61.45 ㎢で 

ある。その土地利用は、20％ 

の森林と 40％の農用地、宅地 

が 14％で、気候は、漸移地帯 

に位置していることから、北 

陸と瀬戸内気候の特色が共存 

しているのが特徴である。 

地形は、東南部の三上山か 

ら妙光寺山、鏡山等によって 

形成する山地部と、山地から琵琶湖に向かって緩やかに広がる平坦地に分けられる。山地 

部には三上･田上･信楽県立自然公園、希望が丘文化公園、近江富士花緑公園等が立地し、 

自然環境とレクリエーションに親しめる施設が立地している。平坦地は野洲川･日野川等で 

形成された沖積平野で野洲川右岸の扇状地には市街地が形成され、平坦な三角州は農地と 

して利用されている。また、琵琶湖岸周辺には吉川緑地公園、ビワコマイアミランド、マ 

イアミ浜オートキャンプ場等の自然公園やレジャー施設が立地している。 

さらには、多数の銅鐸が出土し、「銅鐸のまち」として知られ、他にも古墳群や神社仏閣 

など豊富な歴史・文化遺産に恵まれたまちでもある。 

 

◆行政上の地域指定 

  農業振興地域 
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６．バイオマスタウン形成上の基本的な構想 

野洲市は、近江富士と呼ばれる三上山に緑連なる山、滋賀県最大の野洲川や日野川に代

表されるふるさとの川、その恵みにより形成された豊かな田園、そして日本最大で世界有

数の古代湖である琵琶湖からなり、連続する自然を身近に体験できる貴重な地域である。 

このすばらしい環境を次世代へと引き継いでいくため、市では、平成 7年に「人権と環
境を土台に生きる意味が実感できる社会づくり」をまちづくりの基本理念として掲げ市内

外に発信した。環境面においては、地球温暖化の最大の要因であるエネルギー問題を軸と

し、平成 9年に実施した廃食油の燃料化をきっかけに、里山保全活動など地域資源の循環
を促す取り組みを市民とともに展開し、それらの現状と課題を踏まえその将来方向を定め

る「地域新エネルギービジョン」(平成 11～12年)を策定した。 
これは、バイオマス資源の有効活用など「小規模分散型エネルギー社会」を目指すもの

で、平成 13 年には、旧新旭町と合同で環境自治体会議を開催し、「脱 20 世紀文明宣言」
として全国に発信した。これを節目に、さらに市民の活動が活性化し、現在では、「省エネ

ルギービジョン」や「環境基本計画」などにも受け継がれるとともに、「環境権」を謳った

「野洲市まちづくり基本条例」の制定もあり、多彩な取り組みが展開されているところで

ある。 
   このバイオマスタウン構想は、未来に責任ある野洲市として、こうした市民の努力の礎

に立ちながら、この地域の豊かな資源を発見・活用し、山・川・農地・湖で生業をたてる

者や市民、事業所の強い連携と生活スタイルの変革を促すなかで、地域の内発的発展と環

境が両立するまちを構築するものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「脱 20 世紀文明宣言」 

20 世紀文明とは、膨大なエネルギーの浪費、それから来る自然破壊、そして、人類生存の危機。 

このシナリオから脱却し、人・モノ・カネの 21 世紀型社会スタイルを確立することです。 

  私たちが化石資源に依存する経済のあり方に従う限り、環境破壊はなくなりません。 

環境を破壊しない賢明な経済活動は、再生可能エネルギーへの転換なしには不可能です。 

  この社会の実現のためには、森林、水、農業、廃棄物等、循環地域資源の掘り起こしとその徹底的な

有効活用が必要であり、その作り手、使い手のほとんどが地域住民であることから、徹底した住民主体

の行政運営が求められます。 

  これらのことから、新しい文明を拓く大きな推進力として「エネルギー」、「自然」を位置づけるなかで、 

”近江三方よし”から”五方よし”へ、すなわち「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」「孫子よし」「作り手よ

し」の、小規模分散型のエネルギー社会をめざします。        (2001 年 5 月) 

◆環境自治体会議 

「２１世紀！新しい文明への挑戦」 

と題して旧野洲町・旧新旭町合同で開催。

  全国から約 1,000 人が参加 
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（１）地域のバイオマス利活用方法 

 林地残材や剪定枝などの木質系バイオマスの利活用を中心とした「緑の循環システム」、

廃食油や生ごみ等のバイオマスの利活用を中心とした「食の循環システム」、これら以外

のバイオマスは「その他」としてそれぞれ分類し、相互に連動しながら利活用を推進する。 

 

１「緑の循環システム」 

①燃料化 

森林面積は 1,246ha(内、人工林は 255ha)で、全市面積の約１／５を占める。かつては 
建築への利用や薪・炭などのエネルギー的利用、また松茸などの林産物が豊富に採取され

ていたが、化石燃料への依存や木材価格の低迷など、山の価値が見失われ、山仕事の担い

手の高齢化と人手不足もあり、これまで、ほとんどの山が手つかずの状態であった。しか

しながら、近年、環境問題への関心が高まり、市民や企業のボランティアによる里山保全

の動きが活発化するとともに、生産森林組合でも、再度、森林整備に向けた取り組みの機

運が盛り上がりつつある。 
こうしたなか、薪ストーブ用の燃料材

などの販売をはじめ、公共工事における

杭や琵琶湖の消波堤の建築資材、また小

学校の机や椅子を年次導入するなど間伐

材等の利活用事業が小規模ながら芽生え

はじめている。 

これらをさらに充実させていくために

は、経済的価値を与えることが必要であ

ることから、里山管理による林地残材、

街路樹などの剪定枝、製材工場残材、建

築廃材(ボイラ燃焼可能なもの)などをチップ化し、市の温水プールの熱源として活用する。 

■供給 

・生産森林組合など現森林所有・管理者や民間事業者はもとより、市民が緑を大事に守

り育てていく風土を作りつつ、NPO 林、学校林、企業林など森林管理組織の充実を図り

管理面積を拡大する。 

・建築廃材から柱材など優良な材を分別する。 

■需要 

  ・温水プールへの木質チップボイラ導入 

・薪ストーブの普及促進 

【木質チップ燃料にかかる収集、輸送、変換、利用】 

・生産森林組合など森林保全活動団体が保全活動をするなかで収集する。 

チップへの変換は、市が木材チップ機を導入し当該団体に貸し出す。 

建築廃材については、市内の廃棄物処理業者が柱材等に分別し、業者所有のチップ機

械で変換する。 

チップ材の輸送も、それぞれが温水プールに搬入し、木質チップボイラの燃料として

利用する。 
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②たい肥化 

全国的に竹林の拡大による森林荒廃などが問題になって

おり、地域でもその伐採竹で竹炭を作り、脱臭や水質改善

などに利用している。 
こうした取組に加え、竹を粉砕し、間伐材や剪定枝、お

が粉に、生ごみや家畜排せつ物なども含め、たい肥化への

利用を図り需要を拡大するとともに製品化の検討を行う。 

【収集、輸送、変換、利用】 

収集、輸送、変換(竹粉砕機)については、それぞれの活動者が主体となる。 

その利用については、その利用用途を実験検証しながら農地還元を行う。 

 

 

２「食の循環システム」 

  家庭や事業所からでる廃食油は、車などの燃料として有効な資源であり、市は、平成９年度

よりその回収と燃料精製の委託による活用を進めている。今後回収方法など飛躍的にそれが向

上する施策を検討実施しながら、廃食油精製施設の整備や給油方法を研究し利用拡大を図る。 
一方、廃棄物系バイオマスの賦存量を大きく占めるのは「生ごみ」で、その利活用は必要不

可欠である。市面積の約 4割が農地であることから、そのたい肥化の実験実証をしつつ、家庭

をはじめ、学校給食センターなど生ごみを多く排出する事業所にコンポスト化設備の普及を図

る。しかしながら、その多くはごみ処理になることから、その資源化策としてバイオガス発電・

熱利用の可能性を検討する。 
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①ＢＤＦ化 
市では平成９年度よりＢＤＦの利用を行っている。現在、市役所本庁舎、分庁舎、コミ

ュニティセンター、幼稚園や一部自治会館に回収ボックスを設置し、家庭から出る廃食油

や給食センターの廃食油を回収している。これらの廃食油は企業に委託して精製し、市役

所公用車（エコライフ推進車）などに利用している。 

現在、地域省エネルギービジョンによる “楽２エコ・トライ”や自治会のエコライフ推

進事業、また市民団体の回収事業などで廃食油の回収量は増加しつつある。今後、さらに

廃食油の資源化を促進するため、家庭や事業所の廃食油排出に関する実態調査を行い、回

収ボックスの増設等回収方法の検討を進め、回収率の向上を図る。 

利用については、公用車だけでなく、ごみ収集車や  

公共バス、企業のトラックなどに拡大するとともに、  

民間のガソリンスタンドと連携したスタンドでの給油  

体制や共同作業所などへの精製施設導入について検討  

する。 

また、より一層の資源循環を図るため、菜種やひま 
わりの資源作物を遊休農地等で栽培し、その油を学校 
給食などに使い、油かすはたい肥として利用する。 

【収集・輸送方法】 
・排出事業者や共同作業所との連携など、より効果的・効率的な回収体制を整備する。 

【変換方法】 
・現在は、業者に委託して廃食油の精製を行っているが、一定量が常時回収できれば、

民間のガソリンスタンドでの供給体制の整備とともに共同作業所などに精製施設を導入

する。 

【利用方法】 

・公用車をはじめ、ごみ収集車や公共バス、企業のトラックなどでの利用を検討する。 

 

②たい肥化 

家庭から出される生ごみは、市の生ごみ処理機  

購入補助もあり、たい肥化する家庭が増えてきて 

いる。  

自治会でも「EM ぼかし」を活用した生ごみたい 

肥づくりも取り組まれつつあり、今後こうした実 

践活動を顕彰し、継続的な啓発活動を行い、事業 

所も含めさらに普及促進を図る。また給食センタ 

ーや２つの小学校が学校農園に利用するたい肥づ 

くりも実践しており、今後他の小学校、中学校に 

も広げ、環境教育の充実につなげていく。 

 

③バイオガス発電 
家庭や事業所等での生ごみのたい肥化にはその利活用に限界もあることから、一括した処

理施設(野洲クリーンセンター)においてさらに資源化を検討する必要がある。このため、次
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期処理施設の整備にあたっては、バイオマス賦存量の多くを占める「生ごみ」の資源化方策

として、それを分別・メタン発酵し、燃料電池を用いたバイオガス発電・熱利用の可能性を

検討する。 
【収集・輸送方法】 
・事業所から出る生ごみを分別後、収集運搬許可業者又は排出者自らが処理施設へ搬入

する。 
・家庭から出る生ごみの収集運搬方法は、既存の各集積所での収集や拠点での回収の方

法を検討する。 
【変換方法】 
・メタン発酵によるバイオガスを使って発電し、施設内の電力源として利用する。 
・メタン発酵後の消化液はそのまま液肥等に利用する。 

【利用方法】 
・発電した電気は施設内で利用し、余剰電力は電力会社へ売電する。 
・発電装置から回収した熱については、施設内の給湯や暖房等に利用する。または、ガ

ス燃料としての利用も検討する。 
・メタン発酵後の液肥は、農地還元する。 

 

 
3.その他 
①農業集落排水汚泥 
湖南広域行政組合環境衛生センターで高負荷生物脱窒素処理方式によりたい肥化され農 

地還元されており、今後も引き続き広域行政組合による利用を図る。 
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（仮称）野洲市バイオマス活用推進協議会 

 
 

農業関係者・森林関係者・漁業関係者・事業所 
市民活動団体・有識者・行政・その他関連団体 

②家畜排せつ物 
家畜排せつ物は、これまでから各農家でたい肥として適正に利用されており、引き続き利 

用していく。 

③藻・外来魚 

琵琶湖に繁茂する藻は、船の航行の妨げや悪臭を放つ原因となっている。 

また、琵琶湖に生息するブルーギルなどの外来魚は、琵琶湖固有の生態系を崩し、漁業不 

振の大きな要因となりノーリリース運動などが展開されている。 

この異常繁茂する藻と、琵琶湖に数多く生息する外来魚などを利用して、たい肥として再

生し、利用促進を図っていく。 

  ④稲わら、もみがら 

稲わらは、すき込みにより処理され、もみがらは、くん炭にして土壌改良材に利用されて

いるほか、敷材や燃料用に販売されている。 

 

今後、他のバイオマス資源との組み合わせによるたい肥化などの利用法について検討す

る。 

 

 

（２）バイオマスの利活用推進体制 

  野洲市バイオマス活用推進協議会を設置し、その具体的な推進検討部会として「緑の循環

システム」部会と「食の循環システム」部会を組織する。また、庁内の推進体制として、理

事者及び関係各部からなる推進検討委員会を設け、ＩＳＯ１４００１環境管理本部会議にお

いて各施策の目標管理等のマネジメントを図る。 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協
議
会 

運 

営

バイオマスタウン推進検討委員会 
理事者、関連各部 
事務局 まちづくり政策室 

ＩＳＯ１４００１

環境管理本部会議
施策 
マネジメント

庁舎内推進体制 

「食の循環システム」部会 「緑の循環システム」部会 相互連携
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（３）取組工程 

 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

緑 の 循 環  
部会設置

運  営
    

温水プールへの熱利用       

木質チップボイラ 

の設置 

 

 

 
    

木質チップボイラ 

の運転 

 

 
 

 
   

 チップ機械の運転 
 

 
 

 
   

たい肥化       

 利用用途の研究 

及び活用 

 

 

 
    

たい肥化施設の整備 
 

 
  

 
  

薪ストーブ普及促進 
 

     

食 の 循 環  
部会設置

運  営
    

ＢＤＦ化       

 回収システムの整備 
 

 
     

 ごみ収集車など 

への導入 

 

 

 
    

 精製施設の整備 
 

 
  

 
  

 搾油機の導入 
 

 
  

 
  

生ごみのたい肥化       

 家庭用生ごみたい肥 

化機械導入啓発促進 
      

学校への大型生 

ごみ処理機の導入 

 

 
  

 
  

バイオガス発電       

導入可能性の検討 
 

 

 
    

バイオガス発電及び 

たい肥化施設の導入 
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７．バイオマスタウン構想の利活用目標及び実施により期待される効果 

 

（１） 利活用目標 

 廃棄物系バイオマスは 92.8％、未利用バイオマスは 26．9％を利活用することをそれ

ぞれ目標とするほか、遊休農地を中心に菜の花、ひまわりを周年栽培し、耕地の有効利

用を図ることとする。 

バイオマス 賦存量(ｔ) 変換・処理方法 仕向量(t) 利用・販売 利用率

（廃棄物系  

バイオマス） 

4,898   92.8%

農業集落 

排水汚泥 

1,333 たい肥化 

 

1,333 農地還元 

 

100%

製材工場残材 62 チップ化 

たい肥化 

62 燃料 

農業用資材等 

100%

建築廃材 

（柱材など） 

150 チップ化 

 

150 燃料 100%

剪定枝 620 チップ化 

たい肥化 

496 燃料 

農地還元等 

80%

廃食油 89 

 

ＢＤＦ化 

 

80 燃料 90%

生ごみ 2,332 ガス化 

たい肥化 

2,215 燃料 

農地還元 

95%

家畜排せつ物 

 

293 

 

たい肥化 293 農地還元 100%

藻 8 たい肥化 

 

8 農地還元 

 

100%

外来魚 11 たい肥化 

 

11 農地還元 100%

（未利用バイオマ

ス） 

16,595   26.9%

林地残材 

・間伐材 

424 建設資材・チップ化

たい肥化 

52 販売・燃料 

農地還元 

12%

竹 370 たい肥化 

炭化 

40 農地還元 

水質浄化等 

11%

もみがら 2,800 たい肥化 

敷材 

1,960 農地還元 

販売 

70%

稲わら 

 

11,791 

 

たい肥化 

敷材 

2,358 農地還元 

農業用資材等 

20%

麦わら 

 

958 

 

すき込み 

 

0  0%

大豆がら 

 

252 すき込み 0  0%
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（資源作物） 

 

10  10  100%

ひまわり・菜の花 

 

10 搾油 

 

10 食用 

 

100%

※廃棄物系バイオマス及び未利用バイオマスの利用率は、炭素換算ベースでの算出。 

 

 

（２）期待される効果 

■里山保全、まちなかの緑の保全 

林地残材や街路樹の剪定枝などに新しい経済価値を与えることで、里山保全やまちなか

の緑化推進・管理が促進される。また、高齢化等で人手が足りない現場が市民参加型へと

転換するきっかけともなり、地域の人と緑を結ぶ仕組みが構築できる。さらに、公害化す

る竹の活用により、森林などへの侵食を防ぐことができ、総合的・計画的な緑の保全活動

が期待できる。 

 

■環境保全型農業の推進と食の安心・安全 

優良な廃棄物等を活用した有機たい肥を農地に還元することにより、環境保全型農業が

推進され、付加価値の高い安心・安全な農産物を提供することができブランド形成にもつ

ながる。 

 

■地域経済の活性化 

廃棄物や未利用資源の利活用における、間伐材などの利用促進、付加価値の高い農産物

の提供、またそれらに伴う地産地消の推進など第一次産業の振興はもとより、販売や商品

開発にかかる商業者・中小企業者との連携や新産業・コミュニティビジネスなどの成立も

期待できる。 

 

■地球温暖化防止と水環境保全及び環境教育 

温水プールにかかる木質ボイラの設置、廃食油の燃料化、生ごみのバイオガス発電など、

再生可能エネルギーの推進、さらには地産地消による運輸の省エネルギーなどにより、化石

燃料の使用を大幅に減らすことができ、地球温暖化防止に貢献することができる。また、里

山から湖に至る緑の保全や環境保全型農業などの推進により、河川はもとより、環境の鏡で

ある琵琶湖の水質向上に寄与し、それが漁業振興にもつながる。さらに、こうした取り組み

は、地域のなかで肌で感じることができ、実践的な環境教育が図れ、市民の生活スタイルの

変化も促すことになる。 
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８．対象地域における関係者を含めたこれまでの検討状況 

■平成１２年度 地域新エネルギービジョン 

○森林資源部会『森林資源の活用促進策の展開方向』 

 ・山の管理組織づくり       森林活動者の募集、受け入れ体制づくり 

 ・需要の確保           市民プールへの木材ボイラ導入 

                  木材ストーブの普及促進 

                  グリーン購入制度等の検討 

 ・学校教育との連携        学校林づくりの検討 

                  間伐材の教材活用 

                  森林体験学習の推進 

○ＢＤＦ部会『廃食油の回収・活用促進方向』 

 ・町の回収体制の確立       回収体制の整備 

                  ＢＤＦ公用車の拡充 

○『生ごみ発電の実施検討』 

 

■平成１７年度 野洲市木質バイオマスエネルギー活用事業調査（民間） 

○野洲市木質バイオマスエネルギー活用研究会 

・野洲市温水プールへの木質チップボイラ導入の可能性の検討 

   

■平成１７年度 野洲市地域省エネルギービジョン 

○野洲版地域ＩＳＯ『楽 2エコ・トライ』の創設 

      誰もが楽に楽しく参加できる省エネルギーの仕組みづくり 

       （多様な市民の環境実践活動支援） 

 

  ■平成１８年環境基本計画 

   ○里山を保全活用する協議会      

 野洲の里山の自然に触れよう 

山の木を活用し市民の手で野洲の山を守ろう 

      ○緑の推進委員会 

                     まちなかの緑ボリュームアップ大作戦 

                     河畔林の再生 

                     鎮守の森の再生 

○生ごみ資源化推進委員会      生ごみの資源化システムづくり 

○廃食油回収・ＢＤＦ利用推進委員会 てんぷら油を捨てずにエネルギー化しよう 

○環境学習推進委員会        みんなで進める環境学習 

                                  など 
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９．地域のバイオマス賦存量及び現在の利用状況 

 

バイオマス 賦存量(t) 変換・処理方法 仕向量(t) 利用・販売 利用率

（廃棄物系  

バイオマス） 

4,898   58.1%

農業集落 

排水汚泥 

1,333 たい肥化 

 

1,333 農地還元 

 

100%

製材工場残材 62 チップ化 

たい肥化 

62 燃料 

敷材 

100%

建築廃材 150 チップ化 

 

150 燃料 100%

剪定枝 620 チップ化 

たい肥化 

176 農地還元 28%

廃食油 89 

 

ＢＤＦ化 

 

15 燃料 17%

生ごみ 2,332 焼却、飼料 

たい肥化 

407 農地還元 

 

17%

家畜排せつ物 

 

293 

 

たい肥化 293 農地還元 100%

藻 8 たい肥化 

 

8 農地還元 

 

100%

外来魚 11 たい肥化 

 

11 農地還元 100%

（未利用バイオマ

ス） 

16,595   3.9%

林地残材 

・間伐材 

424 建設資材 

 

5 販売 1%

竹 370 炭化 

 

1 水質浄化等 

 

0%

もみがら 2,800 たい肥、敷材、炭化

、すき込み 

640 販売 

土壌改良材 

23%

稲わら 

 

11,791 

 

すき込み 

 

0  0%

麦わら 

 

958 

 

すき込み 

 

0  0%

大豆がら 

 

252 すき込み 0  0%

※廃棄物系バイオマス及び未利用バイオマスの利用率は、炭素換算ベースでの算出。 
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10．地域のこれまでのバイオマス利活用の取組状況 

（１）経緯 

○平成７年度   
・生ごみ減量化推進補助金開始 
～生ごみ処理機に対する補助 実績１，３３６基～ 

○平成９年度    
・廃食油回収開始 
～公用車に利用～ 

○平成１２年 
 ・ＮＰＯによる山の管理組織「エコ山ＳＵＮプロジェクト」開始 

～森林資源を地域内で有効利用する仕組みの構築～ 
○平成１３年 
 ・北野小学校に生ごみ処理機導入 
○平成１５年～２０年 
 ・治山事業による林道整備着工  約３．０ｋｍ 
○平成１５年～２３年 
 ・森林整備地域活動支援交付金事業（間伐等） 
○平成１６年 
 ・野洲小学校に生ごみ処理機導入 
 ・ＮＰＯによる地域通貨『すまいる』を介在させた環境と経済が両立するシステムの運

営開始（新・省エネと地産地消の取り組み） 
 ・市民と協働でイベント実施（毎年秋に１回） 

薪ストーブの展示と薪割り体験・ＢＤＦによる自動車試乗体験など 
○平成１７年度 
 ・木質バイオマスエネルギー活用研究会による可能性調査 
 ・生産森林組合による竹炭釜の築造 
 ・市民活動団体による「ふるさと探検隊」（毎年夏に１回・小学生） 
  ～竹や間伐材による食器づくりや、手作りの小型バイオマスボイラによる露天風呂づ

くり～ 
○平成１８年度 
 ・市民活動団体による竹炭を使った琵琶湖の浄化 
  ～里山に侵食する竹を炭化し、琵琶湖の水質改善を図る取り組み～ 
・「漁民の森」事業 
 ～漁業組合が里山に植林～ 

 ・野洲版地域ＩＳＯ『楽 2エコ・トライ』 

  ～約１，０００人の参加による省エネの取り組みで、生ごみの堆肥化や廃食油回収

も増加～ 

 ・「魚のゆりかご水田」事業 
○平成１９年度 
 ・学校給食センターに生ごみ処理機 2基導入 
・鳥獣の森奨励事業（小学校の机と椅子を、地元材を使用した製品へと取替え） 
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・琵琶湖の消波堤を地元森林資源で建設 
・ＮＰＯによる地産地消の直売店（すまいる市）がオープン 
～地元の野菜や果物、里山のウラジロや榊、並びに薪ストーブ用の薪など販売～ 

                                 など 
 

（２）推進体制 

   まちづくり政策室が事務局となり、ＩＳＯ１４００１及び野洲版地域ＩＳＯのマネジメン

ト体系をツールとして推進体制を構築している。 

 

（３）関連事業・計画 

平成１２年度 地域新エネルギービジョン 

平成１７年度 地域省エネルギービジョン 

平成１７年度 木質バイオマスエネルギー活用事業調査（民間） 

   平成１８年度 環境基本計画 

   平成１８年度 第１次野洲市総合計画 

 

（４）既存施設 

 ■木質バイオマスチップ製造設備 

株式会社赤坂組（赤坂組リサイクルセンター）所有 
木質バイオマスチップ製造設備  ２４．５７ｔ／日 

■廃食油回収ボックス 

   市内の公共施設１５箇所に設置 

■生ごみ処理機 

    給食センター １１０ｋｇ／日 １基 １００ｋｇ／日 １基 

    野洲小学校   ３０ｋｇ／日 １基  

 北野小学校  １００ｋｇ／日 １基


